
大分県道州制研究報告書のポイント（H21.3.26）

【設置趣旨】

○国をはじめとする各界における道州制議論の活発化を受け、道州制導入ありきではなく、県民視点から、道州
制のメリット・デメリット、大分県としての発展可能性、九州全体としてのビジョンがどう描けるのか等について、調
査研究するため設置。（平成19年10月設置）
【委員構成】
○幅広い分野を代表する県内民間有識者20名からなる委員で構成。（座長：大分経済同友会代表幹事・株式会
社大分銀行取締役会長 高橋靖周氏）
【開催実績】
○平成19年10月～平成21年３月までの間、計６回開催。

大分県道州制研究会とは

各界の道州制議論の現況

本報告書の位置づけ

○本報告書は、研究会の場で委員間において議論されてきた内容等を簡潔に整理して、広く内外に示すもの。

○道州制への賛否を表すものではなく、大分県内外における道州制を巡る議論の今後の方向性を展望するととも
に、さらなる県民レベルの議論の輪を広げていくための、叩き台としての位置づけ。

【参考】
大分県総務部行政企画課HP 「大分県道州制研究会のページ」
URL ： http://www.pref.oita.jp/11100/d_kenkyu/index.html

1

各界の道州制議論の現況

広域自治体としての都道府県のあり方が問われるように

全国レベルの主な動き

政 府
（道州制ﾋﾞｼﾞｮﾝ懇談会）

全国知事会
（道州制特別委員会等）

日本経団連

九州地域の主な動き

九州地域戦略会議

■H19.3 「道州制の導入に向けた第1次提言」公表
■H20.11「道州制の導入に向けた第2次提言」公表

■H18.7 「分権型社会における広域自治体
のあり方」公表

■H19.1 「道州制に関する基本的考え方」公表

■H18.10 「道州制に関する答申」公表
■H19.5 「第二次道州制検討委員会」設置
■H20.10 「道州制の九州モデル答申」公表
■H21.春 九州の将来ビジョン、ＰＲ戦略等

発表予定

■H19.1 「道州制ビジョン懇談会」設置
■H20.3 「道州制ビジョン中間報告」公表
■H21年度中 「道州制ビジョン」策定予定

●第28次地方制度調査会答申（H18.2「道州制のあり方に関する答申」）を契機に各界で道州制議論が活発化
●併せて、地方分権改革推進法の施行(H19.4)など更なる地方分権改革が進展中



道州制をめぐる現状認識・課題の分析（第２章）

現状認識

課 題

①中央集権体制の限界
②東京一極集中、地方の危機感、地域間格差の拡大
③巨額の財政赤字、少子高齢化等、将来への不安
④国と地方の役割分担の不明確さ
⑤時代の変化に伴う都道府県の役割等への影響
⑥官民双方の意識改革の必要性

①県域を越えた広域的な行政課題の増加
・住民や企業、行政等の日常活動圏域の拡大
・自動車産業や半導体産業など県域を越えた産業の集積
・各県間を繋ぐ社会インフラ整備等の必要性

②グローバリゼーションの進展
・政治、経済等あらゆる分野で「Local to Local」の時代
・地域の豊かな個性と資源、そのネットワークにより国が支えられる時代へ
・スピーディな意思決定により、地域社会が独自に近隣アジアを始め世界と結びつく状況

③地域住民の自治の拡大に対する期待
・権限や財源を国から移譲し、地方のことは地方で
・身近なことは自分たちで決定し、参加と責任を負いながら誇りの持てる地域づくりを進めることへの期待

⑦ライフスタイルの変化、追いつかない制度設計
⑧地方の雇用環境の悪化、地方からの人材流出
・医師不足、介護人材不足、産業の担い手不足、等

⑨地域交通インフラ整備の遅れ
・東九州における交通インフラ整備の立ち後れ

⑩森林崩壊の危機、地域における環境問題の広域化

道州制導入により目指す姿・目的（第３章）
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①地域のことは地域で決められる
（自己決定と自己責任）

②そのための権限、財源、人的資源を
地域に移譲する

③住民参画と透明性を高める

①東京一極集中に対抗できる広域地域経済圏の確立
②多様性のある国、活力ある地方の実現
③広域行政課題への対応
④国・地方を通じた行財政改革の実現
⑤地域住民の政治・行政への参加

目 的

○地方分権（地域主権）型社会・国家の実現

理 念

制度設計の姿

④道州は地方自治体とする
⑤自立可能な道州とする
⑥道州の個性と競争を尊重する

期 待

①社会インフラ整備への期待、九州一体の発展可能性
②産業発展への期待
③救急医療体制の充実への期待
④多様な人材育成の可能性

道 州 制 議 論 へ ※あくまで諸課題の解決に向けた手段の１つであり、それ自体が目的ではないことに留意。



２．道州制導入の際の前提条件

①地方分権改革の着実な実行
・国、地方（都道府県、市町村）における二重行政の解消や、行政の無駄を省くことが不可欠。

・まずは、国から地方への権限・財源の移譲や、中央省庁の改革など、現行の都道府県制度のもとでも実行で
きる地方分権改革を着実に進めていくべき。

②規制緩和

・県境における高等学校の入学枠の制限や、校舎の設置基準の縛りなど、道州制でなくても規制緩和で解決で
きる問題が数多くある。道州制ありきでなく、その他の解決方策を検討することも重要。

③大分地域の特色の活用、磨き上げ（豊かな地域づくり）

・大分地域は、豊かな天然自然に恵まれ、観光や農林水産業などに特色があり、環境・製造業などにも強みが
ある。九州全体を視野に入れながら大分地域の将来を見据え、その特色や強みを磨き、伸ばしていくことが大切。
・住みやすい大分地域の良さを残し、住民・行政が一体となって、誇りの持てる地域づくりを自ら進めていくべき。

④九州が一体となったアジアとの交流

・アジアへの地理的な近接性を活かし、経済、観光、文化、学術、教育、福祉など様々な面で、九州各県が協力
した広域的な交流を進めていくべき。

大分県にとっての道州制議論とは（第４章）

１．道州制議論の以前に取り組むべきことがあるのではないか。
２．道州制導入の際の前提条件としては、どのようなことが必要となるか。
３．道州制が導入された場合、住民にとってどのようなメリットがあるか。
４．道州制が導入された場合、住民にとってどのようなデメリットがあるか。その払拭のためには、何が必要か。
５．その他の論点として、どのようなことがあるか。

住民視点

１．道州制議論の以前に取り組むべきこと
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２．道州制導入の際の前提条件

①社会インフラの整備

・道州制メリットを発揮させるためには、制度導入の前提として、九州全体で平均的な交通インフラや循環型交
通体系の整備を果たしておくことが必要。

・九州全域の発展を支えられる全国的に見ても高水準の力を持つ教育機関や、各地域ごとに核となる研究機
関などの体制づくりも必要。

②国からの権限、財源、人的資源の移譲

・権限を地方に移譲する際には、住民ニーズに即した行政サービスを提供できるよう、財源や人的資源も一体
的に移譲し、道州・市町村が自立可能な基盤を確保するべき。
・国に対する道州・市町村の独立を担保するような制度構築や機関設置などの検討も必要。

③地方分権（地域主権）型社会・国家を実現できる国・道州・市町村の役割分担
・真の地方分権（地域主権）型社会・国家を実現できる地方政府の確立を目指して、役割分担の検討が必要。
・その際には、道州よりもむしろ市町村を強化することが必要なのではないか。

・環境分野や広域災害対応など、道州制を導入し道州で対応すべき課題もあれば、逆に地域ごとにきめ細かく
対応すべき課題もある。道州制メリットを最大限発揮できる望ましい姿を制度として構築することが不可欠。

④市町村（基礎自治体）及びその他の団体のあり方検討、十分な体制の確立

・市町村の役割や適正規模等、そのあり方についての具体的検討を進め、制度導入後に自立して地域経営を
行える体制を確立することが必要。全国的に見ると、市町村合併の進捗状況には温度差があるため、制度導入
までにある程度の足並みを揃えておくべきではないか。また、道州制検討に際しては、市町村合併で周辺部と
なった地域に住む住民の声を十分に聞き、参考とすることが大切。
・制度導入時に不都合が生じる恐れのある団体（生産者組合など）の取り扱いについても十分な整理が必要。

⑤適切な州都配置
・州都の問題は非常に大事であるが、論点が多岐に渡るため、総括的・制度的な議論は深まっていない状況。

・制度導入に際しては、欧米の先進事例等も参考に、一極集中を招かないような配慮、九州全域を見通したバ
ランスや知恵の発揮、関係者の合意を形成できるような十分な議論、等を通じた適切な州都配置が必要不可欠。



３．道州制導入のメリット、肯定的意見

①広域経済圏による発展

・九州全域を見通した住民ニーズ・企業ニーズを適切に反映し、九州一体となった総合的な行政施策を行うこと
で、九州のポテンシャル発揮や、更なる産業発展が期待できる。

・例えば、企業誘致のワンストップ化、観光施策の一体化、農林水産業の「九州ブランド」確立、教育の高度化
など。

②広域地域での行政課題への対応
・都道府県域を越えた行政課題に対して、主体的かつ自立的な対応が期待できる。

・例えば、社会インフラ整備、高度な救急医療体制（ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ等）充実、大規模自然災害等への対応、地域特性
に応じた農林水産業振興、広域的・統一的な環境対策・廃棄物対策、など。

③活力ある地域の実現

・地方政府・都市の機能強化が図られ、経済のグローバル化・国際競争にも対応できる活発で自立した地域形
成や、地方政府の提供する住民サービスの抜本的改革が期待できる。
・住民意思による地域づくりが可能となり、積極的な地域参画や地域の特色を活かした個性豊かな取組が進む。

④行政の効率化

・国の関与や県境の存在によって、行政手続・判断が複雑化し、県民・企業等への必要以上の負担や行政経費
の無駄が見られる。道州制下では国の関与廃止や九州統一の手続等により、こうした問題の解消が期待される。
・公共投資や公共施設の設置・利活用などにおいて、九州一体となった効率的な運用、経費削減が可能に。
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⑤人材の育成・確保

・東京一極集中を排し、九州の各地域が活性化することで、人材流出を防ぐと共に、地域が必要とする知識・技
能を持った人材の育成、外部からの新たな人材の確保などが可能に。
・アジアのゲートウェイとして、国際的な人材確保・人的交流が期待できる。

⑥地方のことは地方で決定する社会の実現

・全国を一律の網で括るというやり方から脱却し、地域の実情に応じた効果的・効率的な行政運営が可能となり、
ひいては県民のメリットへと繋がる。
・大分地域だけでは解決できない問題も、九州全体として考えながら自らの財源で自ら決めることが可能に。



４．道州制導入のデメリット、懸念、特に必要な対策

①地域アイデンティティ、個性、文化の消失

・各地域ごとの県民性・アイデンティが失われたり、県単位での地方文化の育成が行えなくなるなどのおそれが
ある。効率性を求めすぎることは、質の低下や文化の消失に繋がりかねない。
・これらを保存し、発展させていくにあたって、現在県域単位で情報発信している新聞・TVといったマスメディア

が果たしている役割は非常に大きく、その役割を、道州制導入後にどう残していくのかという点も課題。
・様々な競争意識に基づく各県間での切磋琢磨が失われるなど、意識面でのデメリットが懸念される。

②地域間格差の拡大、地域の衰退

・道州政府のもとに直接市町村が置かれる構図となるため、小さな市町村は置き去りにされ、地域間格差が更
に進むなど、現在同一県内にある地域どおしであっても、光と影の地域が発生するのではないか。

・少子高齢化や都市部への人口集中といった実態を踏まえると、州都への一極集中が進み、他方で周辺部に
行くほど厳しさが増すのではないか。

・多数決の論理からすれば、人口集中地域の声が優先されるのではないか。大分地域には、偏った役割しか与
えられない可能性があるのではないか。道州政府間でも財源格差が生じるのではないか。

・このため、格差是正の対策をしっかり考え、実施することが必要。例えば、教育機関の配置場所の工夫や、道
州制により負の効果が生まれる地域に対して、それをカバーできる施策や夢を準備するなど。

③住民サービスの低下
・道州政府が地域住民から遠くなるため、地域への目配りが弱くなるのではないか。
・県が廃止されると、州都以外の地方では、住民サービスの水準が現在よりも低下するのではないか。

・道州制議論は、とかく経済的側面が強調されがちであり、子どもの自己実現に対するサポートのあり方や、地
域住民の暮らしへの配慮といった、住民の視点に立った議論・検討が弱いのではないか。
・広域化すれば解決する問題ばかりではなく、地域の実情に応じたきめ細かな対応が必要な問題も多々ある。

・これらに対処するためには、市町村における意識改革や人材育成、権限や財源の移譲を進めるなど、地域の
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・これらに対処するためには、市町村における意識改革や人材育成、権限や財源の移譲を進めるなど、地域の
ことは地域で行えるような基礎自治体づくりを進めることが必要。各基礎自治体が創意工夫し、競い合えると良い。

④公共機関等の集約化、企業等の競争激化

・九州全域を通じた公共機関・施設などの再編統合が進み、効率性が良くなる反面、教育機関の減少など、地
域住民への影響も大きなものが予想される。

・放送局、地域金融機関、地域交通機関、新聞社など、県域を経営基盤として事業展開している企業にとっては、
ビジネスチャンスもある一方で、競争が激化し、再編統合や雇用問題も予想されるなど、大きなリスクも出てくる。
・観光分野などでは、県という枠がなくなることで、各地域間の競争が激化するおそれ。

⑤人材の確保等に関する問題
・道州制下では、地方政府の政策決定能力が求められることから、地方公務員の資質向上が非常に重要。
・人材は東京に一極集中しており、医師などは、道州制を導入しても、九州だけで賄うことは困難ではないか。

⑥単なる都道府県合併で終わるおそれ

・国の三位一体改革の結果、地方の財政状況がますます厳しくなったように、道州制へ移行しても、権限・財源
等が地方に対して十分に移譲されず、単なる都道府県合併に終わるおそれがあるのではないか。

⑦九州府・道州政府の規模

・オランダ一国の規模に九州が匹敵しているからといって、九州が１つになれば全ての問題が解決する訳には
いかないのではないか。ヨーロッパでは、各国単位だけでは成り立たないからＥＵを結成したという側面がある。



５．その他の論点

今後の道州制議論の展望（第５章）

①首長、議会制度のあり方
・住民の意思によって行政を行うという地方自治の本旨に沿った選挙制度の構築や選挙区割りが必要。

・市町村合併により市町村の議員数は減少しており、道州制下の国会・道州議会議員の数も減らすことが必要
なのではないか。

②住民への説明・情報提供の必要性、住民意思の尊重

・制度導入の最終的な受益者である住民レベルの議論が不十分な状況。議論喚起のためにも、道州制議論の
背景や現状の問題点、制度導入後の具体的イメージ、関連データなどをきちんと情報提供していくことが必要。

・特に、次世代を担う子ども・学生など若い世代や、格差拡大による影響を受けやすい小規模集落に住む高齢
者などに議論参画してもらうことが大切。
・道州制は、住民意思を十分に尊重し、一人一人がその必要性を納得した上で導入する必要がある。

③「九州は一つひとつである」との発想

・「九州はひとつ」の理念のもとに道州制議論が活発化しているが、実際の九州は多様な地域から構成されてい
るのが実情であるため、「九州は一つひとつである」との認識も忘れず、地域ごとの個性を尊重していくことが大
切なのではないか。
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（１） 地域住民への十分な情報提供、幅広い議論喚起

（２） 地域の将来像の描き出し、今後取り組むべき課題の抽出、必要となる対策の推進

（３） 議論に際して今いちど留意すべき論点
①州都を巡る問題

・州都を現在の県庁所在地以外に置く、州都機能を分散配置する、といった工夫
②道州制導入後の基礎自治体のあり方

・期待される役割を十分に担えるのか、必要な行財政基盤を確保できるのか、といった検証
・小規模自治体に対する支援・補完制度のあり方の検討
（例）道州政府の地方機関を圏域内に複数設置し、カウンティ（郡）政府のような形で基礎自治体を補完

③「依存」ではなく「自立」を志向する住民意識の醸成

○国をはじめとする各界各層での道州制を巡る動きに引き続き注視
○仮に道州制議論がさらなる進展を見せても動じずに対応できるような基盤づくり
○県民からの様々な声に真摯に耳を傾け、これらを十分に集約して、大分県としての考え方を形成

大分県に望まれること

⇒ 全国知事会等とも連携しながら、国への提言・要請を行い、具体の制度づくりに反映

県民レベルの議論喚起



道州制とは

道州制Ｑ＆Ａ

平成２１年３月
大分県総務部行政企画課



現在の都道府県に代わる広域自治体として、「道州」を設置する制度をいいます。

・国道の管理

・地方道の管理(広域)

・一級河川の管理

・二級河川の管理（広域）

・特定重要港湾の管理

・第二種空港の管理 色のヶ所は、原則として

・第三種空港の管理 道州が担うこととなる事

・大気汚染防止対策 務で、国から権限移譲

・水質汚濁防止対策 のあるものです。

・産業廃棄物処理対策

・野生生物の保護・狩猟監視(希少・広域)

・中小企業対策

・地域産業政策

・観光振興政策

・農業振興政策

・自動車運送、内航海運業等の許可

総務省啓発パンフから
※

道州制は、地方分権を加速させ、国家としての機能を強めるとともに、国と地方を
通じた力強く効率的な政府を実現する有効な方策と考えられています。

行政分野 道州が担う事務

社会資本整備

道州制の下で道州が担う事務のイメージ

環 境

産 業・経 済

交 通・通 信

道州の区域の考え方

道
州
制
っ

ち
ゃ
な
ん

か
な
ぁ

・自動車運送、内航海運業等の許可

・旅行業、ホテル・旅館の登録

・職業紹介

・労働相談

・危険物規制

・大規模災害対策

・介護事業者の指定

・高度医療

・感染症対策

・学校法人の認可

・文化財の保護

・市町村間の調整

①北海道、②東北（青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島）

③北関東・信越（茨城、群馬、栃木、長野、新潟）

④南関東（千葉、東京、埼玉、神奈川、山梨）

⑤中部（静岡、愛知、三重、岐阜、富山、石川）

⑥関西（福井、滋賀、京都、大阪、和歌山、兵庫）

⑦中国・四国（岡山、広島、島根、鳥取、山口、愛媛、香川、徳島、高知）

⑧九州（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島）、⑨沖縄

北陸（新潟、富山、石川、福井）→中部が「東海」へ変更

北九州（福岡、佐賀、長崎、大分）、南九州（熊本、宮崎、鹿児島）

※本資料は、総務省が作成した「道州制Ｑ＆Ａ」～国のかたち・地方分権の未来～を基本に作成しています。

福 祉・健 康

９道州

１１道州

１３道州

道州の区域例

１１道州の「東北」を「北東北」と「南東北」に、「九州」を「北九州」と「南九州」に分割

９道州に「北陸」を追加し、「中国・四国」を「中国」と「四国」に分割

教 育・文 化

市町村間の問題

区分 区 分 内 容

交 通・通 信

雇 用・労 働

安 全・防 災

道州の区域は、社会経済的・地

理的・歴史的・文化的条件を勘案

して確定することが必要で、さま

ざまな考え方があります。この区

域例は、各府省の地方支分部局

に着目し、基本的にその管轄区

域に準拠したものです。

なお、東京圏に係る道州の区

域については、東京都の区域の

みをもって一つの道州とすること

も考えられます。

※本資料は、総務省が作成した「道州制Ｑ＆Ａ」～国のかたち・地方分権の未来～を基本に作成しています。





総務省啓発パンフから
※

都道府県は、地域振興や住民福祉などに重要な役割を果たしてきまし
たが、現在のままで今後の社会経済情勢の変化に対応していけるか、一層
の地方分権改革の担い手としてふさわしいかどうかが問われています。

都道府県をめぐる社会経済情勢の変化

○市町村合併が進み、市町村数は

３，２３２(H11.3.31) １，７７２

(H22.2.1)になりました。

○指定都市に加え、中核市・特例

市制度が創設されました。

○住民に身近な行政を総合的

に担う「基礎自治体」の充実が

進んでいます。

○合併を契機とした指定都市

等の指定も増加しています。

（指定都市：１７(H19.4.1)、中核

市：３９(H20.4.1)、 特例市：４３

(H20.4.1)）

①市町村合併の進展の影響

広域自治体の存在

理由・位置づけ・役

割を改めて明確に

する必要がありま

す。

大分県も同じ

課題があるん

かなぁ？

※本資料は、総務省が作成した「道州制Ｑ＆Ａ」～国のかたち・地方分権の未来～を基本に作成しています。

②都道府県を越える広域行政課題の増加

③地方分権改革の確かな担い手

○人口減少や都市化・過疎化の同

時進行、財政制約の増大によって、

広域的な対応が求められる課題が

増えています。

○地域の優位性を活かした産業集

積の取組やアジアの諸地域と直接

結びつく動きが活発になっています。

○地方分権改革によって、国と地

方の役割分担の原則が定められま

した。

○しかし実態を見れば、この考え方

を更に徹底する必要があります。

○広域の圏域内での機能・資

源の相互補完的な活用が不可

欠になっています。

○都道府県の連携手法では、

推進力・機動力に欠け、プレゼ

ンスが弱いとの指摘があります。

○現状でも、都道府県に移譲

することが適当な事務がありま

す。

○さらに、広域自治体の規模・

能力が整うならば、本来国から

移譲すべき事務が多く存在す

ると考えられます。

都道府県を越える

広域行政課題に対

処できる主体のあ

り方を検討する必

要があります。

広域自治体が役割

に見合った事務を

担うために必要な

規模・能力・体制を

検討する必要があ

ります。



総務省啓発パンフから※

道州制の導入によって
①地方分権の推進と地方自治の充実強化、
②自立的で活力ある圏域の実現、
③国・地方を通じた効率的な行政システムの構築
といったメリットが期待されます。

都道府県の課題への対応のために

広域自治体改革 広域連合・自主的な

都道府県合併の活用

道州制の導入

「国のかたち」の見直しのために

なるほど!

地方分権の推進・地方自治の充実強化
・国と地方の役割分担を体系的に見直し、都道府県から市町村、国から道州へ大幅な権限移譲を行います。

・これによって政策形成過程への住民参画が拡大・深化し、自己決定と自己責任を基本とした地域社会が
実現するものと期待されます。

自立的で活力ある圏域の実現
・道州が圏域の主要な政治行政主体となり、圏域相互間、更には海外諸地域との競争・連携が一層強ま

るものと考えられます。

・これによって東京一極集中が是正され、自立的で活力ある圏域が実現するものと期待されます。

国・地方を通じた効率的な行政システムの構築
・国の関与や国の地方支分部局との重複に関する問題が解消され、道州が企画立案から管理執行まで
をできる限り一貫して実施できるようになります。

・これによって、行政の効率化と責任の明確化が図られます。
・また、国と地方を通じた組織・職員・行政経費の削減を、目標を定めて実現すべきです。

※本資料は、総務省が作成した「道州制Ｑ＆Ａ」～国のかたち・地方分権の未来～を基本に作成しています。

道州制のメリット

「国のかたち」の見直しのために

分権社会にふさわしい「国のかたち」とは･･･

「国は本来果たすべき役割を重点的に担い、内政は広く地方公共団体が担うことを基本と

する」という新しい政府像が期待されます。



○国の政治行政制度のあり方

○国・地方の行政組織のあり方

○国・地方を通じた行政改革との関係など

総務省啓発パンフから※

いいえ、決まっているわけではありません。
１８年２月に、総理の諮問機関から「道州制のあり方に関する答申」
が出され、道州制の導入に関しては、国民的な議論の動向を踏まえ
て行われるべきであるとしています。

道州制の導入は国と地方双方の政府を再構築するものであり、関
連する検討課題は広範にわたります。

広範な検討課題１

道州制の影響２

みんなで

考えたい

ね

※

※本資料は、総務省が作成した「道州制Ｑ＆Ａ」～国のかたち・地方分権の未来～を基本に作成しています。

導入制の導入に関する判断は、広範な問題に関する論議の動向を
踏まえて行われるべきものです。

今後、答申を基礎に国民的な論議が幅広く行われることが期待され
ます。

道州制の導入への気運が高まる場合に、理念やプロセス等を規定する推
進法制を整備することも考えられます。

道州制の導入は我が国の圏域構造のあり方を相当長期にわたり方
向づけるものです。

また、長く存在した都道府県を廃止することは、国民生活に大きな
影響があるものと考えられます。

道州制の影響２

国民的議論の必要性３


